
三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱

(目的)

第１条 この要綱は、電気・ガス料金等の物価高騰の影響を受けている町内民間保育施設

等に対し、三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交

付するために必要な事項を定めることにより、民間保育施設等の経営負担を軽減し、安

定的な保育が継続できることを目的とする。

(交付対象施設)

第２条 支援金の交付対象となる民間保育施設等（以下「交付対象施設」という。）は、

令和８年１月１日時点において、町内に所在する民間保育施設を運営する事業者であっ

て、かつ令和８年３月３１日までに事業等の休止又は廃止を予定していないこととす

る。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

（１） 交付対象施設が、法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等にかかる登

録、届出のみを行い、対象期間において実際に保育の提供を行った実績がないと町

長が求める場合

（２） 第４条の規定による申請を行う日において、交付対象施設に町税の滞納がある場

合

（３） 交付対象施設が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号の暴力団、同条第６号に規定する暴力団員が経営に関与

している場合

(支援金の交付額)

第３条 支援金の交付額は、別表に基づき算定した額とする。

(交付申請等)

第４条 支援金の交付を受けようとする者は、三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金

交付申請書兼請求書(様式第１号)を町長に申請しなければならない。

２ 支援金の申請期限は、町長が別に定める日とする。

(交付決定等)

第５条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上、支援金の交付の

可否を決定し、三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金交付・不交付決定通知書(様

式第２号)により通知し、支援金を口座振込により交付するものとする。

(調査等)

第６条 町長は、支援金に関し必要があると認めるときは、支援金の交付を受けた交付対

象施設に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第７条 町長は、交付対象施設が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援金

の交付決定を取消すものとする。

（１） 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

（２） 支援金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。

（３） 前２号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

２ 前項の規定により、支援金の交付決定の取消し又は既に交付した支援金の全部若しく

は一部の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならな

い。

(不当利得の返還)

第８条 町長は、支援金交付後に、交付対象施設が第２条に規定する交付対象施設の要件

に該当しないことが判明し、又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場

合、交付した支援金の返還を求めるものとする。



(その他)

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

１ この要綱は、令和７年１２月２６日から施行する。

(この要綱の失効)

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。

別表(第２条及び第３条関係)

※１ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１５第２項の規定により

許可を得て設置している保育施設

交付対象施設 支給額

小規模保育所 ※１ 令和８年１月１日時点の認可定員数に

５，０００円を乗じて得た額とする。



様式第１号(第４条関係)

年 月 日

三宅町長 様

申請者 住 所 三宅町大字

保育施設等名称

代表者 職・氏名 印

電話番号

三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書

三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱第４条の規定により、次の関係書類を添

えて申請及び請求します。また、同要綱に規定する交付対象施設の要件及び関係事項について

遵守することを誓約します。

なお、課税・納税状況その他支援金の交付決定に必要な事項を三宅町長が官公署、関係人等

に調査し、報告を求めることに同意します。

【口座振替申出書】

※振込口座は申請者と同じ法人名（個人事業主名）及び代表者名の口座に限ります。

交 付 対 象 施 設 区 分

☑（該当する区分に を

してください）

□ 小規模保育事業所

保 育 施 設 等 の 名 称

保育施設等の所在地

交 付 申 請 額

円

単価 ５，０００円 認可定員数 人

金融機関名

銀行

信用金庫

信用組合

農協

支店名

本店

支店

出張所

種 別 普通 ・ 当座 口座番号

フリガナ

口座名義人



様式第２号(第５条関係)

年 月 日

様

三宅町長 印

三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金交付・不交付決定通知書

年 月 日付けで申請のあった三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金につい

て、次のとおり決定したので、三宅町民間保育施設等物価高騰対策支援金交付要綱第５条の規

定により通知します。

１ 交付

交付決定額 金 円

２ 不交付

理由


